


宇治市告示第５１号  

特定生産緑地（宇治市）の指定の解除について  

生産緑地法（昭和４９年法律第６８号）第１０条の６第１項の規定により特定生産緑地の指定を解除し

たため、同条第２項において準用する第１０条の２第４項の規定により告示します。  

なお、区域の解除図は、ホームページ及び宇治市都市整備部公園緑地課において、一般の縦覧に供しま

す。  

令和８年４月２２日 

                                   宇治市長 松村 淳子  

 

 

 

 

  番号     位置 特定生産緑地の面積  備 考 

五 − １ 五ケ庄西田地内   約０．２３ｈａ  

槇 − ４ 槇島町千足地内   約０．１９ｈａ 一 部 解 除 

槇 − ６ 槇島町千足地内   約０．１０ｈａ  

宇治市告示第６５号  

   自動車臨時運行許可番号標の失効について  

次の自動車臨時運行許可番号標は、失効したので告示します。  

  令和８年５月１５日  

                  宇治市長 松村 淳子  

臨時運行許可番号標

番号  

失効年月日  貸与年月日  

京都 ６８９ 宇治  令和８年５月１５日  令和８年１月２３日  

京都 ７４５ 宇治  令和８年５月１５日  令和８年１月２３日  

 

宇治市公告第２９号 

農用地利用集積等促進計画の認可について 

農地中間管理事業の推進に関する法律（平成２５年法律第１０１

号）第１８条第１項の規定により、農地中間管理機構から申請があ

った農用地利用集積等促進計画について、同条第５項の規定により

次のとおり認可したので、同条第７項の規定により公告します。 

令和８年４月２４日 

                  宇治市長 松村 淳子 

１ 農用地利用集積等促進計画の概要 

 （賃借権又は使用貸借による権利の設定関係） 

申 請 年 度 申 請 番 号 権利の設定をする土地 

令 和 ８ 年 度 第 １ 号 宇治市小倉町新田島８６ 

２ 認可した日 

令和８年４月２４日 



宇治市公告第２９号 

農用地利用集積等促進計画の認可について 

農地中間管理事業の推進に関する法律（平成２５年法律第１０１

号）第１８条第１項の規定により、農地中間管理機構から申請があ

った農用地利用集積等促進計画について、同条第５項の規定により

次のとおり認可したので、同条第７項の規定により公告します。 

令和８年４月２４日 

                  宇治市長 松村 淳子 

１ 農用地利用集積等促進計画の概要 

 （賃借権又は使用貸借による権利の設定関係） 

申 請 年 度 申 請 番 号 権利の設定をする土地 

令 和 ８ 年 度 第 １ 号 宇治市小倉町新田島８６ 

２ 認可した日 

令和８年４月２４日 

宇治市公告第３２号 

   宇治市黄檗公園プール改修機械工事に係る条件付一般競争入

札の中止について 

令和８年４月３日付け宇治市公告第１９号で公告した条件付一般

競争入札を中止しますので、次のとおり公告します。 

令和８年４月２７日 

宇治市長 松村 淳子 

１ 中止する条件付一般競争入札 

宇治市黄檗公園プール改修機械工事に係る条件付一般競争入札 

２ 中止する理由 

中東情勢の影響により、ＦＲＰプール槽の納期が未定であり、

建築工事を中止とするため。 

問合せ先  宇治市総務・市民協働部契約課 

郵便番号 ６１１− ８５０１ 

所 在 地 京都府宇治市宇治琵琶３３番地 

電話番号 ０７７４− ２０− ８７１６ 

Ｆ Ａ Ｘ 番号  ０７７４− ２０− ８７７８ 

宇治市消防本部公告第１号  

   指定催しの指定について  

宇治市火災予防条例（昭和４８年宇治市条例第３０号）第４２条

の２第１項の規定により、次の催しを指定催しとして指定しました

ので、公告します。  

令和８年５月１５日  

                宇治市消防長 木戸 英明  

催しの名称   県祭開催に係る露店等の開設  

催しの開催期間 令和８年６月５日（金）  

        午前１０時００分から午後１０時００分まで  

催しの開催場所 宇治橋通り、県通り、本町通り及び周辺地域  

宇治市教育委員会教育長訓令甲第３号  

 行政組織の変更に伴う関係規程の整備に関する規程を、次のとお

り定める。  

令和８年３月３１日  

                  宇治市教育委員会  

                   教育長 木上 晴之  

行政組織の変更に伴う関係規程の整備に関する規程  

 （宇治市教育委員会事務決裁規程の一部改正）  

第１条 宇治市教育委員会事務決裁規程（昭和５９年宇治市教育委

員会教育長訓令甲第１号）の一部を次のように改正する。  

  第２条第４号中「並びに」を「、」に、「をいう」を「並びに

宇治市学校給食センター条例（令和８年宇治市条例第１１号）第

１条に規定する学校給食センターをいう」に改め、同条第１０号

中「、幼稚園規則第１２条第２項に規定する主幹」を削り、「並

び」を「、」に、「をいう」を「並びに宇治市学校給食センター

条例施行規則（令和８年宇治市教育委員会規則第２号。以下「学

校給食センター条例施行規則」という。）第３条第１項に規定す

る所長をいう」に改め、同条第１３号中「並びに」を「、」に、

「をいう」を「並びに学校給食センター条例施行規則第３条第２

項に規定する主査、専門員及び副主査をいう」に改め、同条第１

４号中「及び」を「、」に、「をいう」を「及び学校給食センタ

ー条例施行規則第３条第３項に規定する主任をいう」に改める。  

  別表第２学校管理課に関する事項の項第１５号を削り、第１６

号を第１５号とし、第１７号を第１６号とし、第１８号を第１７

号とし、同表教育総合推進センター学校教育課に関する事項の項

中第２７号を第２８号とし、第２６号を第２７号とし、第２５号

を第２６号とし、第２４号の次に次の１号を加える。  

(25)  教育ＤＸ推進に係る企

画及び調整に関すること

。  

     

 ア 特に重要なもの  〇      

 イ 重要なもの    〇     

 
ウ  比較的重要なもの     〇    

エ 軽易なもの      〇   〇  

  別表第２教育総合推進センター学校改革推進課に関する事項の

項第６号中「（仮称）西小倉地域小中一貫校の開校」を「宇治西

小倉学園の整備」に改め、同項第７号中「（仮称）西小倉地域小

中一貫校の開校に向けた教育課程に係る指導及び助言」を「西小

倉地域小学校の跡地の維持管理」に改め、同表源氏物語ミュージ

アムに関する事項の項の次に次の１項を加える。  

   学校給食センターに関する事項  

     事項  

 

教育

長  

部長  

 

副部

長  

課長  

 

副課

長  

⑴ 学校給食センターの管

理運営に関すること。  
     

 ア 特に重要なもの   〇      

 イ 重要なもの    〇     

 
ウ  比較的重要なもの     〇    

エ 軽易なもの      〇    

⑵ 前号に定めるもののほ

か所管に属する軽易な事

務の処理に関すること。  

      

 （センター長等の掌理する事務を定める規程の一部改正）  

第２条 センター長等の掌理する事務を定める規程（平成２７年宇

治市教育委員会教育長訓令甲第４号）の一部を次のように改正す

る。  

  別表中「教育ＩＣＴ」を「教育ＤＸ」に、  

 「                            を  

教育総合推進センタ

ー学校改革推進課総  

（仮称）西小倉地域小中一貫校の

教育課程及び学校教育活動に係る  



宇治市教育委員会告示第５号  

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１

６２号）第１４条の規定により、次のとおり教育委員会を招集しま

す。  

令和８年４月２７日  

                  宇治市教育委員会  

                   教育長 木上 晴之  

開会日時 令和８年４月２８日  午後５時３０分  

開会場所 宇治市役所 ６０２会議室  

付議事項 １ 会議録署名委員の指名について  

２ 報告 

３ 報告第５号  専決事項の報告について  

４ 行政組織の変更に伴う関係規程の整備に関する規程

の報告について  

５ 宇治市立の小学校及び中学校に勤務する府費負担教

職員の服務に関する規程の一部を改正する規程の報

告について  

 

宇治市教育委員会教育長訓令甲第４号 

 宇治市立の小学校及び中学校に勤務する府費負担教職員の服務に

関する規程の一部を改正する規程を、次のとおり定める。 

令和８年３月３１日 

                  宇治市教育委員会 

                   教育長 木上 晴之 

宇治市立の小学校及び中学校に勤務する府費負担教職員の服

務に関する規程の一部を改正する規程 

宇治市立の小学校及び中学校に勤務する府費負担教職員の服務に

関する規程（平成２年宇治市教育委員会教育長訓令甲第１号）の一

部を次のように改正する。 

 別表第２項第２号中「り災し、勤務が不可能となつた」を「職員

が勤務しないことが相当であると認められる」に、  

「                            を                        

地震、水害、火災等の災害によつて、職員の現住居が滅

失し、又は破壊された場合である。  

                            」  

「                            に  

次のいずれかに該当することとなつた場合である。  

⑴ 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職

員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難している

とき。  

⑵ 職員と同一世帯に属する者の生活に必要な水、食料等

が著しく不足している場合で、当該者のうち当該職員以

外の者にはそれらの確保を行うことが困難であるとき。  

⑶ ⑴及び⑵に準じるものとして京都府人事委員会が定め

る場合  

                            」  

改める。  

附 則  

宇治市教育委員会教育長訓令甲第４号 

 宇治市立の小学校及び中学校に勤務する府費負担教職員の服務に

関する規程の一部を改正する規程を、次のとおり定める。 

令和８年３月３１日 

                  宇治市教育委員会 

                   教育長 木上 晴之 

宇治市立の小学校及び中学校に勤務する府費負担教職員の服

務に関する規程の一部を改正する規程 

宇治市立の小学校及び中学校に勤務する府費負担教職員の服務に

関する規程（平成２年宇治市教育委員会教育長訓令甲第１号）の一

部を次のように改正する。 

 別表第２項第２号中「り災し、勤務が不可能となつた」を「職員

が勤務しないことが相当であると認められる」に、  

「                            を                        

地震、水害、火災等の災害によつて、職員の現住居が滅

失し、又は破壊された場合である。  

                            」  

「                            に  

次のいずれかに該当することとなつた場合である。  

⑴ 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職

員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難している

とき。  

⑵ 職員と同一世帯に属する者の生活に必要な水、食料等

が著しく不足している場合で、当該者のうち当該職員以

外の者にはそれらの確保を行うことが困難であるとき。  

⑶ ⑴及び⑵に準じるものとして京都府人事委員会が定め

る場合  

                            」  

改める。  

附 則  

この規程は、令和８年４月１日から施行する。  

 

宇治市選挙管理委員会告示第４３号  

   選挙管理委員会の招集について  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８８条の規定により  

、次のとおり選挙管理委員会を招集します。  

令和８年４月９日  

宇治市選挙管理委員会  

委員長 森居 研治  

日  時    令和８年４月９日（木）午前１０時〜  

場  所    宇治市役所 選挙管理委員会室  

議  題   委員会の議決すべき議案について  

日  時    令和８年５月１４日（木）午前１０時〜  

場  所    宇治市役所 選挙管理委員会室  

議  題   委員会の議決すべき議案について  

日  時    令和８年６月１日（月）  午前９時３０分〜  

場  所    宇治市役所 選挙管理委員会室  

議  題   選挙人名簿の定時登録について 他  

 

 



宇治市選挙管理委員会告示第４３号  

   選挙管理委員会の招集について  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８８条の規定により  

、次のとおり選挙管理委員会を招集します。  

令和８年４月９日  

宇治市選挙管理委員会  

委員長 森居 研治  

日  時    令和８年４月９日（木）午前１０時〜  

場  所    宇治市役所 選挙管理委員会室  

議  題   委員会の議決すべき議案について  

日  時    令和８年５月１４日（木）午前１０時〜  

場  所    宇治市役所 選挙管理委員会室  

議  題   委員会の議決すべき議案について  

日  時    令和８年６月１日（月）  午前９時３０分〜  

場  所    宇治市役所 選挙管理委員会室  

議  題   選挙人名簿の定時登録について 他  

 

 

宇治市監査委員公表第６号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１４項の規定によ

り、市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、同

項の規定により当該通知に係る事項を次のとおり公表します。 

  令和８年４月２３日 

宇治市監査委員 

池上 哲朗 

松岡 ゆかり 

真田 敦史 

１ 監査の結果を公表した日 

令和８年２月２７日（宇治市監査委員公表第４号） 

２ 当該通知に係る事項 

  次のとおり。 

 

 
監査対象　教育委員会　西宇治図書館

監査期間　令和７年１２月１日〜令和８年１月２７日

１

監査結果（指摘事項） 措置状況等（改善内容）

　複写機使用料収入状況につ
いて

　入金の遅れが見受けられ
た。今後は、速やかに入金さ
れるよう事務手続きを改善さ
れたい。

　宇治市財務規則について、
職員の認識が不足しており、
入金の遅れにつながった。適
正な事務処理を行うよう、職
員間で宇治市財務規則及び事
務フローを改めて確認し、調
定後速やかに指定金融機関へ
入金することを徹底した。令
和８年１月１６日調定分よ
り、調定後速やかに入金処理
を行っている。

宇治市農業委員会公告第４号 

農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第２７条

第１項の規定により、第３４回宇治市農業委員会定例総会を、次の

とおり招集します。  

令和８年４月２２日  

                   宇治市農業委員会  

                    会長 吉田 利一  

開会日時  令和８年４月２７日 １０時００分  

開会場所  宇治市役所 ８階 大会議室  

付議事項  １ 農地法第３条の規定による許可申請に係る承認に

ついて  

      ２ 農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第

３項の規定による農用地利用集積等促進計画

（案）に対する意見について  

      ３ 専決事項の報告  

      ４ その他  

 


